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                            和歌山県福祉保健部 
                              介護サービス指導室長 
                                  （公印省略） 
 
      人権擁護の取組に関する調査について（依頼） 
 
 平素より高齢者福祉の推進につきまして、格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、介護保険法第１条（目的）では、介護が必要な高齢者が尊厳を保持しつつ、日常生活

を営めるようサービスを提供することと規定されており、介護サービス事業所等は、常に高齢

者の尊厳や人権に配慮した意識と対応が必要となります。 

こうしたことから、県では「和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」等において、全ての施設・事業所に人権擁護推進員の設置と研修の実施

を義務付け、条例実施要綱では人権擁護に関する研修を１年に１回以上実施するものとしてい

ます。また、県においては、人権擁護推進員研修をはじめ集団指導や新規(更新)指定事業者研

修などを通じて、高齢者の人権擁護等に関する理解を深める取組を行っているところです。 

 こうした中、貴施設・事業所におかれては、これまで人権尊重のための取組を行ってこられ

たと存じますが、このたび、各施設・事業所における人権擁護に関する取組状況を把握するこ

ととなりました。 

つきましては、別紙「人権擁護の取組に関する調査票」について、記入（入力）いただき、

下記により当室まで提出してください。 

今後も人権尊重に対する意識の高揚や人権問題への理解を深める取組を一層推進いただきま

すよう、改めてお願いします。なお、県が実施した人権擁護推進員研修や集団指導（人権関係）

の内容については、必ず全ての職員に伝達いただきますようお願いします。 

 

 １．提出書類 

別添「人権擁護の取組に関する調査票」 

※「きのくに介護ｄｅネット」からダウンロードできます。 

  ＵＲＬ：https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html 

 ２．提出期限 

    令和２年２月２８日（金）  

 ３．提出方法 

    メールまたはＦＡＸ（可能な限り、メールでお願いします） 

メールアドレス：e0403004@pref.wakayama.lg.jp 

Ｆ Ａ Ｘ：０７３－４４１－２５２３ 
和歌山県介護サービス指導室 

ＴＥＬ ０７３－４４１－２５２７ 


